
会
　
　
告

　
二
〇
一
一
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ
び

総
会
は
、
予
定
ど
お
り
一
一
月
二
日
（
水
）

午
後
一
時
半
よ
り
京
都
大
学
楽
友
会
館
会

議
・
講
演
室
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
公
開
講
演
は
、
藤
井
譲
治
、
和
田
晴
吾
の

両
氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
わ
れ
、
盛
会

裡
に
終
わ
り
ま
し
た
。

信
長
の
参
内
と
政
権
構
想

古
墳
の
他
界
観

藤
井
　
譲
治
氏

横
穴
式
石
室
の
世
界
を
中
心
に
一

和
田
　
晴
吾
氏

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ

れ
た
定
例
の
理
事
会
・
評
議
員
会
に
お
い
て
、

二
〇
一
一
年
度
会
務
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
［
隼
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

信
長
の
参
内
と
政
権
構
想藤

　
井
　
譲
　
治

　
本
日
は
、
天
皇
に
対
面
し
三
献
の
儀
が
執
り
行

わ
れ
る
正
式
の
参
内
に
焦
点
を
あ
て
、
室
町
幕
府

最
後
の
将
軍
と
な
る
足
利
義
昭
、
織
田
信
長
、
豊

臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
等
の
参
内
を
検
討
し
、
そ
の

上
で
織
田
信
長
の
政
権
構
想
の
な
か
で
の
天
皇
の

位
覆
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
室
町
将
軍
は
も
と
よ
り
天
下
人
と
な
っ
た
信

長
・
秀
吉
・
家
康
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
禁
裏
に
参

内
し
て
い
る
も
の
と
ご
く
普
通
に
は
思
わ
れ
、
私

自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど

う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

　
足
利
義
昭
が
事
事
大
将
軍
と
な
っ
た
永
禄
　
「

年
（
一
五
六
八
）
か
ら
大
坂
夏
の
陣
で
豊
臣
氏
が

滅
亡
し
た
直
後
の
慶
長
二
〇
年
（
～
六
一
五
）
ま

で
の
四
七
年
間
に
、
天
皇
に
対
面
し
三
献
の
儀
が

執
り
行
わ
れ
た
参
内
を
示
し
た
一
覧
か
ら
、
参
内

の
回
数
は
、
義
昭
は
五
年
夏
で
三
回
、
秀
吉
は
一

五
年
問
で
二
〇
回
、
家
康
は
一
六
年
間
で
一
〇
回
、

秀
忠
は
一
〇
年
間
で
四
回
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
信
長
の
正
式
参
内
を
そ
こ

に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
ま
ず
、
義
昭
の
参

内
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
参
内
は
天
皇
の
側
か
ら

求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
参
内
の
費
用
は

参
内
す
る
義
昭
側
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
調
達
に
義
昭
側
が
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
さ
ら
に
参
内
を
行
わ
な
く
な
っ
た
義
昭
を
信

長
が
「
無
沙
汰
」
と
責
め
て
い
ま
す
。

　
信
長
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
秀
吉
と
家
康
の

参
内
を
み
ま
す
と
、
秀
吉
は
、
天
正
一
三
年
（
一

五
八
五
）
三
月
一
〇
日
に
内
大
臣
任
官
に
際
し
て

の
参
内
を
皮
切
り
に
、
年
頭
の
礼
を
中
心
に
少
な

く
と
も
年
一
度
は
参
内
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
三

献
の
儀
に
お
け
る
相
伴
者
の
構
成
が
、
若
宮
・
六

宮
・
八
条
宮
な
ど
か
ら
家
康
を
初
め
と
す
る
清
華

成
し
た
武
家
へ
、
さ
ら
に
秀
頼
を
伴
っ
て
の
参
内

時
に
は
女
院
や
女
御
が
加
わ
る
な
ど
変
化
が
み
ら

れ
ま
す
。

　
秀
吉
が
死
去
し
関
ヶ
原
の
戦
い
以
前
で
あ
る
慶

長
四
年
入
監
～
四
日
の
家
康
の
参
内
は
、
天
皇
が

事
実
上
、
家
康
を
天
下
人
と
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、

慶
長
五
年
か
ら
慶
長
～
○
年
ま
で
の
参
内
は
毎
年

な
さ
れ
、
そ
の
後
は
後
水
尾
天
皇
の
即
位
年
の
慶
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長
一
六
年
、
大
坂
冬
の
陣
後
の
慶
長
一
九
年
、
夏

の
蒼
黒
の
慶
長
二
〇
年
と
折
を
み
て
の
参
内
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
信
長
の
参
内
に
つ
い

て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
刊
行
し
て
い
る

『
大
日
本
史
料
臨
と
そ
の
稿
本
で
あ
る
「
大
日
本

史
編
年
史
料
稿
本
」
の
網
文
を
通
覧
す
る
と
、
五

件
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
内
一
件

は
誤
認
で
す
。
さ
ら
に
、
咽
御
湯
殿
上
日
記
』
や

『
言
継
卿
実
刑
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
公
家
の

日
記
、
信
長
の
一
代
記
で
あ
る
『
信
長
公
記
』
な

ど
を
繰
り
ま
す
と
、
「
信
長
」
が
禁
裏
に
出
向
い

た
記
事
を
全
部
で
九
件
拾
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
室
町
幕
府
倒
壊
以
前
に
は
、
永
禄
一
二
年
一
〇

月
一
三
日
、
同
＝
二
年
三
月
一
嵩
、
同
年
三
月
二

九
日
置
同
年
四
月
一
九
日
、
元
亀
四
年
（
一
五
七

三
）
四
月
四
日
、
同
年
七
月
二
二
日
と
六
度
に
わ

た
っ
て
信
長
は
禁
裏
に
出
向
き
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
禁
裏
作
事
の
見
廻
、
上
京
焼
き
討
ち
後
の
見
廻

な
ど
で
、
天
皇
と
の
対
面
や
三
献
を
伴
っ
て
は
い

ま
せ
ん
。

　
天
下
人
と
な
っ
た
後
の
信
長
は
、
天
正
王
年
七

月
三
露
に
は
誠
仁
親
王
主
催
の
蹴
鞠
見
物
に
禁
裏

に
出
向
き
、
天
正
五
年
閏
七
月
一
一
日
に
禁
裏
の

普
請
中
の
築
地
塀
を
見
回
り
、
同
年
一
一
月
　
八

日
に
東
山
で
の
鷹
野
に
先
だ
っ
て
着
飾
っ
た
鷹
野

の
出
で
立
ち
で
禁
裏
に
入
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
の

折
に
も
天
皇
と
の
対
面
も
三
献
の
儀
も
あ
り
ま
せ

ん
。
す
な
わ
ち
、
信
長
は
、
一
度
の
参
内
も
し
な

か
っ
た
の
で
す
。

　
信
長
が
正
式
に
参
内
し
な
か
っ
た
理
由
を
、
信

長
の
方
に
求
め
る
か
、
天
皇
の
方
に
求
め
る
か
は

ひ
と
つ
の
論
点
で
す
が
、
正
親
町
天
皇
が
、
将
軍

義
昭
に
し
き
り
に
参
内
を
求
め
、
ま
た
信
長
に
さ

ま
ざ
ま
な
官
へ
の
融
解
を
繰
り
返
し
勧
め
た
こ
と

な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
信
長
の
側
に
求

め
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。
天
皇
へ
の
臣
従
が
目
に

見
え
る
形
で
現
れ
る
正
式
の
参
内
の
場
を
信
長
は

嫌
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
で
は
、
信
長
は
、
自
ら
の
政
権
構
想
の
な
か
に

天
皇
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
永
禄
一
二
年
の
「
掃
う
す
は
ら
い
」

（
キ
リ
ス
タ
ン
禁
令
）
の
折
に
信
長
が
宣
教
師
に

対
し
、
「
内
裏
も
公
方
様
も
気
に
す
る
に
は
及
ば

ぬ
、
す
べ
て
は
予
の
権
力
の
下
に
あ
り
、
予
が
述

べ
る
こ
と
の
み
を
行
い
、
汝
は
欲
す
る
と
こ
ろ
に

い
る
が
よ
い
」
と
、
自
ら
が
天
皇
、
将
軍
を
も
超

え
る
存
在
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
天
正
三
年
に
は
天
台
・
真
言
両
宗
の
あ

い
だ
で
絹
衣
着
用
を
め
ぐ
る
争
論
の
処
理
が
混
乱

を
極
め
た
こ
と
を
機
に
信
長
は
、
禁
裏
に
「
五
人

の
泰
行
」
を
定
め
、
～
切
の
事
柄
を
五
人
の
奉
行

か
ら
信
長
に
「
直
奏
」
す
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
折
焼
失
し
た
日
吉
社

の
再
興
を
命
じ
た
正
親
町
天
皇
の
編
旨
を
押
さ
え
、

再
造
を
停
止
し
、
信
長
が
「
判
形
」
を
も
っ
て
下

知
し
た
も
の
は
朝
廷
の
沙
汰
に
及
ば
ぬ
と
も
と
命

じ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
宣
教
師
が
信
長
に
天
皇
へ
の
拝
謁
に

尽
力
を
求
め
た
と
き
、
信
長
は
、
「
予
が
い
る
処

で
は
、
汝
等
は
他
人
の
寵
を
得
る
必
要
が
な
い
。

何
故
な
ら
予
が
国
王
で
あ
り
、
内
裏
（
天
皇
）
で

あ
る
と
扁
と
語
っ
た
と
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
書

い
た
年
報
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
信
長
の
言
動
か
ら
す
れ
ば
、
信
長
自

身
が
、
天
皇
の
上
位
に
自
ら
を
置
い
て
い
た
可
能

性
も
十
分
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
後
も
、
こ
う
し
た
騒
線
で
信
長
の
政
権
構
想
を

探
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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古
墳
の
他
界
観

　
一
横
穴
式
石
室
の
世
界
を
中
心
に
一

和
　
田
　
晴
　
吾

　
古
墳
の
研
究
は
、
そ
れ
が
築
か
れ
た
時
代
が
古

代
国
家
形
成
過
程
の
途
上
の
時
期
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
政
治
史
的
研
究
が
主
流
を
な
し
て
き
た
。

し
か
し
、
古
墳
の
思
想
的
・
宗
教
的
意
味
を
問
わ

な
け
れ
ば
片
手
落
ち
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
古
墳
の
発
掘
で
は
、
多
く
の
遺
物
・
遺
構
と
と

も
に
、
人
び
と
の
行
為
の
様
々
な
痕
跡
が
発
見
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
古
墳
と
い
う

場
に
お
け
る
人
び
と
の
行
為
を
で
き
る
だ
け
具
体

的
に
亡
霊
し
、
遺
物
や
遺
墨
の
機
能
や
用
法
を
解

明
し
、
行
為
の
全
体
を
貫
く
シ
ナ
リ
オ
や
そ
の
背

黒
と
な
っ
た
他
界
観
を
検
討
し
て
み
た
い
。
最
初

に
古
墳
時
代
前
・
中
期
の
「
榔
の
時
代
扁
の
他
界

観
の
話
を
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
後
期
の

「
室
の
時
代
扁
に
奮
及
す
る
。

　
ま
ず
、
前
・
中
期
の
竪
穴
環
石
榔
に
割
竹
形
木

棺
を
納
め
た
前
方
後
円
墳
の
築
造
過
程
を
検
討
す

る
と
、
古
墳
の
埋
葬
施
設
は
墳
丘
を
築
造
後
に
後

擬
闘
頂
上
の
平
坦
面
に
玉
城
を
掘
り
こ
む
「
墳
丘

先
行
型
」
で
、
葬
送
儀
礼
の
折
に
は
人
び
と
が

「
登
る
墳
目
皿
で
あ
る
た
め
、
出
入
ロ
（
く
び
れ

部
・
造
出
付
近
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
石
榔
の
構
築
・
棺
の
設
置
・
遺
体

の
納
棺
・
副
葬
品
の
配
置
が
一
体
的
に
行
わ
れ
た

が
、
そ
れ
は
棺
が
、
遺
体
を
入
れ
て
「
持
ち
は
こ

ぶ
棺
」
で
は
な
く
、
現
地
に
「
据
え
つ
け
る
棺
扁

で
、
別
に
運
ん
で
き
た
遺
体
を
墓
横
内
で
納
め
る

用
法
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え

重
い
石
棺
も
生
み
だ
さ
れ
た
。
し
か
も
棺
・
榔
の

機
能
は
遺
体
を
厳
重
に
密
封
す
る
こ
と
に
あ
り

（「

ﾂ
ざ
さ
れ
た
棺
」
）
、
そ
こ
で
は
榔
内
で
死
者

が
生
前
同
様
の
生
活
を
送
る
と
い
う
観
念
は
な
か

っ
た
。

　
一
方
、
墓
籏
の
埋
め
も
ど
し
後
に
は
、
准
尉
を

し
、
埴
輪
を
立
て
て
墳
丘
は
何
に
か
に
仕
上
げ
ら

れ
た
。
ま
ず
、
墳
丘
は
石
の
山
に
な
っ
た
。
埴
輪

で
は
後
導
車
頂
上
の
家
形
埴
輪
群
が
中
心
と
な
り
、

そ
の
周
り
に
威
儀
具
や
武
器
・
武
具
が
配
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
取
り
囲
む
よ
う
に
円
筒
埴
輪
（
器
台
）

や
朝
顔
形
埴
輪
（
八
難
と
壼
）
が
並
べ
ら
れ
た
。

家
形
埴
輪
群
の
近
く
で
は
埴
輪
樹
立
後
に
土
器
を

用
い
た
飲
食
物
供
献
を
中
心
と
す
る
儀
礼
も
行
わ

れ
た
が
、
後
に
食
物
は
土
製
品
と
な
り
、
こ
の
儀

礼
が
永
遠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
な

っ
た
。
同
様
の
家
・
土
器
・
土
製
品
の
組
合
は
造

出
で
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
～
連

の
儀
礼
が
終
了
し
た
後
は
、
古
墳
か
ら
は
人
の
気

配
が
な
く
な
る
。
私
は
こ
の
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ

た
墳
丘
を
「
他
界
の
擬
え
も
の
」
（
模
造
品
）
と

推
測
す
る
。

　
申
国
の
春
秋
・
戦
国
と
い
っ
た
榔
が
盛
行
し
た

時
代
に
は
「
女
気
は
天
に
帰
し
、
漏
壷
は
地
に
帰

す
」
（
『
礼
記
』
郊
特
性
篇
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
の
神
仙
思
想
二
曲
醜
観
が
榔
と
と
も
に
列

島
に
伝
来
し
、
古
墳
で
は
美
醜
で
あ
る
遣
直
を

棺
・
榔
内
に
密
封
す
る
　
方
で
、
魂
気
で
あ
る
死

者
の
魂
が
赴
く
で
あ
ろ
う
他
界
を
古
墳
の
表
面
に

表
現
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
奈
良
県
巣
山
古

墳
の
周
濠
か
ら
飾
ら
れ
た
実
物
大
の
船
が
出
土
し

た
が
、
こ
れ
は
『
階
書
騙
倭
国
伝
の
「
葬
に
及
ん

で
屍
を
船
上
に
置
き
陸
地
こ
れ
を
牽
く
に
あ
る
い

は
小
墨
を
以
て
す
」
の
船
に
あ
た
る
。
当
時
は
首

長
が
死
ぬ
と
そ
の
魂
は
船
に
乗
っ
て
他
界
へ
赴
く

と
観
念
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
葬
送
儀
礼
に
お
い

て
は
魂
が
他
界
へ
と
旅
立
つ
様
子
を
現
実
の
世
界

で
再
現
す
べ
く
、
遺
体
を
実
物
大
の
飾
ら
れ
た
船

に
乗
せ
て
牽
引
し
、
「
他
界
の
擬
え
も
の
」
と
し

て
の
古
墳
へ
と
誘
っ
た
の
で
あ
る
。
古
墳
の
出
入

口
近
く
の
造
出
か
ら
出
土
す
る
こ
と
の
多
い
船
形

埴
輪
は
、
こ
の
船
が
迷
う
こ
と
な
く
他
界
に
確
実
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に
着
い
た
証
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
墳
の
埋
葬
施
設
と
し
て
は
榔
の

後
に
室
が
発
達
す
る
。
畿
内
系
と
九
州
系
の
二
者

が
あ
り
系
譜
も
性
格
も
大
き
く
異
な
る
。
畿
内
系

の
石
蓋
は
中
期
後
葉
頃
は
じ
ま
り
、
後
期
に
発
達

し
た
。
蜜
内
に
は
密
封
型
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
棺
」

で
あ
る
家
形
石
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
こ
の
室
内
は
死
者
に
「
閉
ざ
さ
れ
た
室
」
で
、

前
代
の
榔
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。

　
一
方
、
中
期
初
頭
に
は
じ
ま
る
九
州
系
の
石
室

は
、
密
封
型
の
縮
を
も
た
ず
、
仕
切
石
・
石
障
・

石
屋
形
な
ど
唖
蝉
を
基
本
と
す
る
施
設
の
も
の

（
A
類
）
と
、
妻
入
り
横
口
式
家
形
石
棺
で
後
に

直
葬
さ
れ
て
棺
内
が
室
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
も

の
（
B
類
）
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
室
内
は
死

者
が
自
由
に
浮
遊
で
き
る
「
開
か
れ
た
室
」
で
あ

る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
九
州
に
特
徴
的
な
装
飾

古
墳
の
石
室
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
横
穴
式
石
室
に
は
戦
前
か
ら
イ
ザ

ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
黄
泉
国
訪
問
謳
の
舞
台
説
が
あ

る
。
特
定
の
空
間
に
出
入
口
の
あ
る
家
（
な
か
に

床
）
が
あ
り
、
す
こ
し
離
れ
て
石
の
扉
や
坂
（
ヨ

モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
）
な
ど
あ
る
。
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
は
そ
こ
で
生
き
た
人
の
よ
う
に
暮
ら
し

て
お
り
、
家
の
内
部
に
は
広
が
り
が
あ
る
よ
う
で
、

黄
泉
神
・
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
・
千
五
百
黄
泉
軍
な
ど

が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
舞
台
装
遣
が
整
う
石
室
は

畿
内
系
に
は
な
く
、
九
州
系
の
石
室
こ
そ
が
相
応

し
い
。

　
そ
こ
で
、
「
開
か
れ
た
棺
」
を
も
つ
「
開
か
れ

た
室
」
の
系
譜
を
求
め
る
と
、
高
句
麗
か
ら
中
国

北
朝
に
源
流
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
で

は
榔
の
終
末
に
榔
内
で
死
者
が
動
き
だ
し
、
秦
・

前
漢
に
室
が
出
現
。
そ
こ
で
は
死
者
は
生
前
同
様

の
生
活
を
送
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
流
れ
は
階
唐
に

及
ぶ
が
、
そ
の
途
中
の
あ
る
段
階
の
も
の
が
列
島

に
及
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
一
［
黛
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

　
史
学
研
究
会
の
二
〇
一
一
年
度
大
会
・
総
会
は
、

一
一
月
二
臼
（
水
）
午
後
～
時
半
か
ら
五
時
半
ま

で
、
京
都
大
学
楽
友
会
館
会
議
・
講
演
室
に
お
い

て
開
催
さ
れ
た
。

　
総
会
で
は
、
白
馬
進
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の
後
、

上
原
真
人
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
、
庶
務
・
編

集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議
が
な
さ

れ
た
。

　
庶
務
（
吉
井
秀
夫
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
役
員

の
交
代
、
今
年
度
の
例
会
実
施
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
、
来
年
度
は
四
月
二
一
日
（
土
曜
日
）
に

「
災
害
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
案

内
さ
れ
た
。

　
編
集
（
小
山
哲
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
『
史
林
騙

の
刊
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

　
会
計
（
金
澤
周
作
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
二
〇

一
一
年
度
予
糞
の
紹
介
、
科
濫
費
申
請
の
準
備
に

つ
い
て
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
広
報
（
高
嶋
航
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
英
語
版
の
作
成
状
況
に
つ
い
て
報
告
が

あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
引
き
続
き
、
公
開
講
演
が
行
わ
れ
た
。

講
演
は
次
の
二
本
で
あ
っ
た
。

　
藤
井
　
譲
治
氏

　
「
信
長
の
参
内
と
政
権
構
想
」

　
和
田
　
晴
吾
氏

　
「
古
墳
の
他
界
観
一
横
穴
式
石
室
の
世
界
を

　
中
心
に
　
　
」

　
講
演
者
紹
介
と
司
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
山
清
次

理
事
と
上
原
真
人
理
事
が
つ
と
め
た
。
講
演
内
容

は
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

本
年
も
盛
況
で
、
約
一
五
〇
名
の
参
加
者
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
公
開
講
演
の
の
ち
、
井
谷
鋼
造
理
事
が
閉
会
の

辞
を
述
べ
、
大
会
を
終
了
し
た
。

297 （297）


